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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面部、背面部、上面部、底面部及び両側面部を有し、内部に複数の吸収性物品を収納
する吸収性物品収納体であって、
　両側面部には、正面部及び／若しくは背面部、並びに／又は上面部及び／若しくは底面
部に対して押圧力が加えられた際に、該両側面部を膨出可能とする折れ目がそれぞれ形成
され、
　前記折れ目は、直線、弧線、曲線を少なくとも１以上組み合わせて形成され、
　前記吸収性物品は、厚み方向に整列され、前記正面部から見て縦向きに並べられて収納
されている、
　ことを特徴とする吸収性物品収納体。
【請求項２】
　前記折れ目は、正面部、背面部、上面部及び底面部と、両側面部との稜線の両端をそれ
ぞれ略始点及び終点として山折り状に形成される請求項１記載の吸収性物品収納体。
【請求項３】
　前記折れ目は、前記稜線の両端を略始点及び終点とした折曲線、円弧状線又は略Ｖ字状
線である請求項１又は２記載の吸収性物品収納体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、吸収性物品用収納体に関し、特に個別包装された生理用ナプキン等の吸収性
物品を収納する収納体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキン等の吸収性物品は、１枚ずつ個別包装されると共に、この複数個が軟質
フィルムで形成された袋等の収納体に収納されて販売されている。しかし、このような収
納体は柔軟であるため、輸送時等に個々の生理用ナプキンごと変形し、型崩れや潰れ等を
起こす虞がある。
　そこで、従来から、個々の生理用ナプキンごと変形を防ぐ目的で、軟質フィルムではな
く、紙カートンを使用して箱を形成し、個別包装された生理用ナプキンを保護することが
行われている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－３０７０４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、内包する生理用ナプキンは柔軟性が高いため、カートンケースの変形を
防ぐことに十分でなく、例えば、ケースの正面部に対して押圧力が加えられた場合、ケー
スの側面部が歪み、側面の頂点付近からシワが発生し、正面部と側面部との稜線（辺縁）
が折れ曲がることがある。さらに、ケースが歪むことによって、ケースが裂けてしまう虞
もある。このことは、ケースの上面部に対して押圧力が加えられたときも同様である。
　そこで、本発明の主たる課題は、押圧力によっても、収納体本体の頂点や稜線付近にシ
ワや折れを発生させず、かつ収納体本体や内包される吸収性物品の損傷を防ぐことができ
る収納体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決した本発明は、次のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　請求項１記載の発明は、正面部、背面部、上面部、底面部及び両側面部を有し、内部に
複数の吸収性物品を収納する吸収性物品収納体であって、両側面部には、正面部及び／若
しくは背面部、並びに／又は上面部及び／若しくは底面部に対して押圧力が加えられた際
に、該両側面部を膨出可能とする折れ目がそれぞれ形成され、前記折れ目は、直線、弧線
、曲線を少なくとも１以上組み合わせて形成され、前記吸収性物品は、厚み方向に整列さ
れ、前記正面部から見て縦向きに並べられて収納されている、ことを特徴とする吸収性物
品収納体である。
【０００５】
　＜請求項２記載の発明＞
　請求項２記載の発明は、前記折れ目は、正面部、背面部、上面部及び底面部と、両側面
部との稜線の両端をそれぞれ略始点及び終点として山折り状に形成された、ことを特徴と
する請求項１記載の吸収性物品収納体である。
【０００６】
　＜請求項３記載の発明＞
　請求項３記載の発明は、折れ目は、前記稜線の両端を略始点及び終点とした折曲線、円
弧状線又は略Ｖ字状線である請求項１又は２記載の吸収性物品収納体である。
【０００７】
【０００８】
【０００９】
　（作用効果）
　両側面部には、正面部及び／若しくは背面部、並びに／又は上面部及び／若しくは底面
部に対して押圧力が加えられた際に、該両側面部を膨出可能とする折れ目がそれぞれ形成
された構成とすることにより、搬送時等の際に、正面部及び／若しくは背面部、並びに／
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又は上面部及／若しくは底面部が加えられた押圧力によって沈み込むと共に、側面部が横
方向に膨らみ、その結果、収納体の各頂点や稜線付近に余計な応力を負担させることがな
いため、各頂点や稜線付近にシワや折れを発生させず、収納される吸収性物品の損傷を防
ぐことができる。そして、圧力（押圧力）がなくなった後には、吸収性物品の弾性によっ
て、元の形状に収納体が戻されるため、商品の陳列時に外観を損なうことがない。
　また、前記折れ目を、正面部、背面部、上面部及び底面部と、両側面部との稜線の両端
をそれぞれ略始点及び終点として山折り状に形成することにより、各頂点や稜線付近にシ
ワや折れの発生を確実に防止することができる。
　折れ目としては、直線、弧線、曲線を少なくとも１以上組み合わせて形成することがで
きる。具体的には、稜線の両端を略始点及び終点とした折曲線、円弧状線又は略Ｖ字状線
で構成することができる。
　吸収性物品が厚み方向に整列され、正面部から見て縦向きに並べて収納されることによ
り、輸送時等に、正面部又は背面部に圧力（押圧力）がかかっても、折り目と共に収納体
自体が潰れるのを防ぐことができる。さらに、正面部又は背面部への圧力（押圧力）がな
くなった後には、吸収性物品の弾性によって、元の形状に戻りやすくなる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、押圧力によっても、収納体本体の頂点や稜線付近にシワや折れを発生
させず、かつ収納体本体や内包される吸収性物品の損傷を防ぐことができる等の利点がも
たらされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図１乃至図１１に基づき説明する。
　本発明に係る吸収性物品用収納体は、図１及び図２に示すように、正面部１、背面部２
、底面部３、上面部４及び両側面部５Ａ，５Ｂを有した直方体形状の箱体であり、上面部
４は開閉蓋となっており、この上面部４を開けて、ガゼット袋６に収納された複数の生理
用ナプキン７，７，…等の吸収性物品を取り出すことができるようになっている。上面部
４にはタック（差込フラップ）４ｂが形成されており、正面部１の稜線（短辺縁）近傍に
形成されたタック差込口４ａに、このタック４ｂを差し込むことにより、蓋が閉じられる
ようになっている。
【００１２】
　両側面部５Ａ，５Ｂには、図１１に示すように、正面部１との稜線（長手辺縁）近傍に
、正面部側折り目１０ａ，１０ｂが形成されている。同様に、背面部２との稜線（長手辺
縁）近傍に、背面部側折り目１１ａ，１１ｂが形成されている。これら正面部側折り目１
０ａ，１０ｂ及び背面部側折り目１１ａ，１１ｂは、正面部１又は背面部２との稜線の両
端（頂点部分）をそれぞれ略始点及び終点として形成された折曲線で構成されている。こ
れら折れ目（折曲線）と正面部１又は背面部２との稜線とによって、それぞれ正面部側面
取り面２０ａ，２０ｂ又は背面部側面取り面２１ａ，２１ｂが形成されている。
【００１３】
　折れ目は、正面部側面取り面２０ａ，２０ｂ及び背面部側面取り面２１ａ，２１ｂを、
それぞれの稜線を底辺とした台形に構成するように形成され、具体的には、稜線の両端を
略始点及び終点として側面部５の略中心に向って斜辺を形成し、これら斜辺の端部を稜線
と所定の間隔をもって略平行になるように結んで形成されている。
【００１４】
　これら折れ目１０ａ，１０ｂ；１１ａ，１１ｂは、図３及び図５に示すように、側面部
５Ａ，５Ｂが横方向に膨らむように山折りで形成されている。これにより、正面部１又は
背面部２に圧力（押圧力）がかかっても、これら折り目１０ａ，１０ｂ；１１ａ，１１ｂ
が山折り状に折れることにより正面部１又は背面部２が沈み込むと共に、側面部５Ａ，５
Ｂが横方向に膨らみ、その結果、正面部１又は背面部２の頂点や稜線付近に余計な応力を
負担させることがないため、正面部１又は背面部２の頂点や稜線付近にシワや折れを発生
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させず、収納体本体や内包される吸収性物品の損傷を防ぐことができる。また、正面部１
又は背面部２への圧力（押圧力）がなくなった後には、生理用ナプキン７，７，…の弾性
によって、元の直方体形状に戻ることができる。したがって、商品の陳列時には、元の直
方体形状に戻っており、外観を損なうことがない。
【００１５】
　これら折れ目１０ａ，１０ｂ；１１ａ，１１ｂは、正面部１又は背面部２に圧力（押圧
力）がかかったときに、正面部１又は背面部２を沈み込ませると共に、側面部５を横方向
に膨らませることで、応力を逃がす機能を有しており、この機能を有する限り、直線、弧
線、曲線を少なくとも１以上組み合わせて形成し、様々な形状に変形可能である。そのた
め、例えば、図９に示すように、正面部１又は背面部２との稜線をそれぞれ略始点及び終
点とし、側面部５の中心に頂点が位置するＶ字状でもよい。また、図１０に示すように、
正面部１又は背面部２との稜線をそれぞれ略始点及び終点とした円弧状でもよい。
【００１６】
　また、両側面部５Ａ，５Ｂには、図１１に示すように、上記と同様に、上面部４との稜
線（短手辺縁）近傍に、上面部側折り目１２ａ，１２ｂが形成されている。同様に、底面
部３との稜線（短手辺縁）近傍に、底面部側折り目１３ａ，１３ｂが形成されている。こ
れら上面部側折り目１２ａ，１２ｂ及び底面部側折り目１３ａ，１３ｂは、上面部４又は
底面部３との稜線をそれぞれ略始点及び終点として形成された折曲線で構成されている。
これら折れ目（折曲線）と上面部４又は底面部３との稜線とによって、それぞれ上面部側
面取り面２２ａ，２２ｂ又は底面部側面取り面２３ａ，２３ｂが形成されている。
【００１７】
　これら折れ目１２ａ，１２ｂ；１３ａ，１３ｂは、上面部側面取り面２２ａ，２２ｂ及
び底面部側面取り面２３ａ，２３ｂを、稜線を底辺とした台形に構成するように形成され
、具体的には、稜線を略始点及び終点として側面部５の略中心に向って斜辺を形成し、こ
れら斜辺の端部を稜線と所定の間隔をもって略平行になるように結んで形成されている。
【００１８】
　これら折れ目１２ａ，１２ｂ；１３ａ，１３ｂは、図３及び図５に示すように、側面部
５Ａ，５Ｂが横方向に膨らむように山折りで形成されている。これにより、搬送時や輸送
時等に、上面部４又は底面部３に圧力（押圧力）がかかっても、これら折れ目１２ａ，１
２ｂ；１３ａ，１３ｂが山折り状に折れることにより上面部４又は底面部３が沈み込むと
共に、側面部５Ａ，５Ｂが横方向に膨らみ、その結果、上面部４又は底面部３の頂点や稜
線付近に余計な応力を負担させることがないため、上面部４又は底面部３の頂点や稜線付
近にシワや折れを発生させず、収納体本体や内包される吸収性物品の損傷を防ぐことがで
きる。また、上面部４又は底面部３への圧力（押圧力）がなくなった後には、生理用ナプ
キン７，７，…の弾性によって、元の直方体形状に戻ることができる。したがって、商品
の陳列時には、元の直方体形状に戻っており、外観を損なうことがない。
【００１９】
　これら折れ目１２ａ，１２ｂ；１３ａ，１３ｂは、上面部４又は底面部３に圧力（押圧
力）がかかったときに、上面部４又は底面部３を沈み込ませると共に、側面部５を横方向
に膨らませることで、応力を逃がす機能を有しており、この機能を有する限り、直線、弧
線、曲線を少なくとも１以上組み合わせて形成し、様々な形状に変形可能である。例えば
、上記と同様に、図９に示すように、上面部４又は底面部３との稜線の両端をそれぞれ略
始点及び終点とし、側面部５の中心に頂点が位置する略Ｖ字状でもよい。また、図１０に
示すように、上面部４又は底面部３との稜線の両端をそれぞれ略始点及び終点とした円弧
状でもよい。
【００２０】
　上記の折れ目の形成は、図６（１）及び（２）に示すように、正面部側折り目１０ａ，
１０ｂ、背面部側折り目１１ａ，１１ｂ、上面部側折り目１２ａ，１２ｂ、底面部側折り
目１３ａ，１３ｂの４つについてすべて形成する必要はなく、図７（１）及び（２）に示
すように、正面部側折り目１０ａ，１０ｂ及び背面部側折り目１１ａ，１１ｂのみの場合
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、図８（１）及び（２）に示すように、上面部側折り目１２ａ，１２ｂ及び底面部側折り
目１３ａ，１３ｂのみの場合も考えることができる。
【００２１】
　収納される生理用ナプキン７，７，…等の吸収性物品は、個別包装されており、その状
態で、図１に示すように、ガゼット袋６に収納されている。そして、この生理用ナプキン
７，７，…は、厚み方向に整列され、吸収性物品用収納体の正面部１から見て縦向きに並
べられて収納されている。この方向が、生理用ナプキン７，７，…にとって、正面部１又
は背面部２からの圧力（押圧力）に対し一番コシの強い方向であるため、この状態で生理
用ナプキン７，７，…が収納されていることにより、輸送時等に、正面部１又は背面部２
に圧力（押圧力）がかかっても、折り目と共に収納体自体が潰れるのを防ぐ効果をもたら
すことができる。また、正面部１又は背面部２への圧力（押圧力）がなくなった後には、
生理用ナプキン７，７，…の弾性によって、元の直方体形状に戻りやすくなる。
【００２２】
　吸収性物品用収納体は、ダンボールや板紙などの紙シートから形成してもよいし、プラ
スチックなどの樹脂等から形成してもよい。
【００２３】
　図１１は、収納体が１枚のシートを組み立てることにより形成される場合の、展開図の
一実施形態を示している。
　収納体における、正面部１、側面部５Ｂ、背面部２、側面部５Ａ及び上面部４は、図１
１に示すように、連続して取付けられている。また、正面部１には、箱体の組み立ての際
に、側面部５Ａの裏面の端部と接着するための接着しろ１ａが取付けられている。なお、
図１１の点線で示す部分は、折れ線を示しており、当該点線を山折りにして、箱体を組み
立てていくものである。
【００２４】
　また、正面部１、側面部５Ａ、側面部５Ｂのそれぞれの両短辺側からは、正面フラップ
３Ａ，４Ａ、側面フラップ３Ｄ，４Ｄ、側面フラップ３Ｂ，４Ｂが、延在している。また
、背面部２の両短辺側からは、前述した上面部４と背面フラップ３Ｃが延在している。こ
こで、正面フラップ３Ａ、側面フラップ３Ｂ、側面フラップ３Ｄ及び背面フラップ３Ｃは
、ロックボトム型のフラップになっており、これらを折り込んで組み立てることによって
底面部３が形成されるようになっている。なお、ロックボトム型のフラップは、図１１に
示すものに限られず、他の形状としてもよい。
【００２５】
　上面部４には、前述したようにタック（差込フラップ）４ｂが形成されている。そして
、正面部１と正面フラップ４Ａとの境の稜線（短辺縁）近傍には、タック差込口４ａが形
成されている。
【００２６】
　そして、側面部５に、正面部側折り目１０ａ，１０ｂ、背面部側折り目１１ａ，１１ｂ
、上面部側折り目１２ａ，１２ｂ、底面部側折り目１３ａ，１３ｂを山折りしてそれぞれ
形成すればよい。
【００２７】
　なお、この実施形態に限られず、本発明の要旨に反しない限り様々な変形をすることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る吸収性物品収納体とその内容物を説明するための斜視図である。
【図２】本発明に係る吸収性物品収納体の商品陳列時の斜視図である。
【図３】その正面部及び背面部が押圧された状態を説明するための斜視図である。
【図４】吸収性物品収納体の商品陳列時の断面図（Ｉ－Ｉ断面図）である。
【図５】その正面部及び背面部が押圧された状態を説明するための断面図（ＩＩ－ＩＩ断
面図）である。
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【図６】商品陳列時の側面図と正面部及び背面部、並びに上面部及び底面部が押圧された
状態の側面図である。
【図７】他の実施の形態における商品陳列時の側面図と正面部及び背面部が押圧された状
態の側面図である。
【図８】他の実施の形態における商品陳列時の側面図と上面部及び底面部が押圧された状
態の側面図である。
【図９】他の実施の形態の折り目（１）である。
【図１０】他の実施の形態の折り目（２）である。
【図１１】一実施形態の吸収性物品収納体の展開図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１…正面部、２…背面部、３…底面部、４…上面部、３Ａ，４Ａ…正面フラップ、３Ｂ
，４Ｂ…側面フラップ、３Ｃ…背面フラップ、３Ｄ，４Ｄ…側面フラップ、４ａ…タック
差込口、４ｂ…タック（差込フラップ）、５Ａ，５Ｂ…側面部、６…ガゼット袋、７…生
理用ナプキン、１０ａ，１０ｂ…正面部側折り目、１１ａ，１１ｂ…背面部側折り目、１
２ａ，１２ｂ…上面部側折り目、１３ａ，１３ｂ…底面部側折り目、２０ａ，２０ｂ…正
面部側面取り面、２１ａ，２１ｂ…背面部側面取り面、２２ａ，２２ｂ…上面部側面取り
面、２３ａ，２３ｂ…底面部側面取り面。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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